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隣保館ふれ愛ひろばを10月14日㈯に開催しました。

　日隈哲憲実行委員長のあいさつで始まり、隣保館事業に参加されている各教室の皆さ

んや隣保館を利用されている詩吟、カラオケなどの教室の皆さんによる日頃の成果を発

表したアトラクションは、拍手に満ちあふれた催しとなりました。模擬店も大反響で、焼

きそば、カレーライス、焼き鳥、たんぽぽの会のバザーコーナー等、行列ができるほど

の大盛況となり、すぐに売り切れるほどでした。

　子どもたちも缶つりゲームや輪投げ、わた菓子などで楽しみました。

　また、隣保館内の展示場では、生け花教室生、編み物教室生、パワーアップ教室生の

作品、「部落差別解消推進法」などの人権パネル展に真剣に見入る姿がありました。

　今年は「ふれあいコンサート」として、GGバンドの演奏があり、昔懐かしい音楽に会

場の皆さんが、歌をくちずさみ体を動かして、楽しい時間をすごしました。

　隣保館職員による「人権〇×クイズ」も行われました。

　最後のお楽しみ抽選会には「どうか当たりますように」と願うたくさんの人が笑顔い

っぱい、大盛況のうちに終了しました。

第14回隣保館ふれ愛ひろばを開催しました

《隣保館内展示場の様子》

パ ネ ル 展 パワーアップ教室生作品

ハッスル・シルバーズ作品生け花教室生作品編み物教室生作品
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《野外ステージの様子》

《野外バザー等の様子》

ストレッチ体操教室（体操）

カラオケ教室

おたのしみ抽選会

たんぽぽの会

詩 吟 教 室（幼年吟）

編み物教室（ファッションショー）

バザーコーナー

○×クイズ

輪 投 げ

実行委員長あいさつ

歌声サロン教室（合 唱）

会場の様子

缶 吊 り
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月　　日 行　事　名

11月20日（月） 編み物教室

11月21日（火） パソコン教室（応用編最終）

11月22日（水） デイサービス事業（ひまわり会）

11月28日（火） 歌声サロン

月　　日 行　事　名

12月４日（月）
編み物教室

生け花教室（九重文化センター）

12月５日（火） パワーアップ教室（きずな会）

12月７日（木）
デイサービス事業（たんぽぽ会）

第18回いのち・愛・人権フェスティバル

12月 ８日（金） 飯田ふれあいサロン

12月18日（月） 編み物教室

12月20日（水） ストレッチ体操教室

12月21日（木） デイサービス事業（すずらん会）

12月26日（火） デイサービス事業（ひまわり会）

12月27日（水） 生け花教室

◇これからの行事◇ 【月・木は人権相談日】

お  知  ら  せ

　12月４日～10日までを「人権週間」と定めています。

　九重町では1998（平成10）年12月７日に九重町隣保館で差別落書きが発生し、多くの

人々の心を傷つけました。このことを風化させないために、2000（平成12）年から毎年

「いのち・愛・人権フェスティバル」を12月７日に開催しています。人権は「生きる力」で

す。人権を感じ、人権の輪が大きく広がり、人権が尊重され、心からの信頼と絆を結び、差

別のない町づくり、「輝く明日のために」私たちにできることから、はじめてみませんか！

第18回 いのち・愛・人権フェスティバル

◆と　き：2017（平成29）年12月7日（木）18：30～

◆ところ：九重文化センター
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同和問題　Ｑ＆Ａ

　　部落差別解消推進法

Ｑ ・どのような法律なのでしょうか？
Ａ ・   現在もなお部落差別が存在するとの認識が法律で示され、部落差別の解消に関

し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、

相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落

差別のない社会を実現することを目的とした法律です。

大分県教育庁　人権・同和教育ＨＰ参照


